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２　償却資産の価格等に関する調
①　合　　計
⑴　全　国　計

（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 19,796,401,461 19,321,832,168 405,471,522 18,916,360,646 

機 械 及 び 装 置 42,556,962,107 41,690,068,100 726,494,758 40,963,573,342 

船 舶 386,168,576 221,359,674 143,346,242 78,013,432 

航 空 機 26,413,757 26,271,761 283,992 25,987,769 

車 両 及 び 運 搬 具 496,185,533 491,967,709 3,820,930 488,146,779 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 15,341,059,211 15,297,136,850 69,432,026 15,227,704,824 

小 計 ハ 78,603,190,645 77,048,636,262 1,348,849,470 75,699,786,792 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 40,596,132,639 36,048,776,892 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 2,411,759,612 1,991,580,209 - -

小 計 ニ 43,007,892,251 38,040,357,101 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 522,765,404 493,238,027 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 122,133,848,300 115,582,231,390 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 115,218,506,363 - -

道 府 県 分 の 額 - 363,725,027 - -
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⑵　大 都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 7,026,244,062 6,910,467,385 103,162,713 6,807,304,672 

機 械 及 び 装 置 7,848,752,619 7,598,134,231 228,252,374 7,369,881,857 

船 舶 98,817,874 60,907,496 37,184,391 23,723,105 

航 空 機 10,273,739 10,179,166 189,146 9,990,020 

車 両 及 び 運 搬 具 131,427,836 128,740,298 2,714,715 126,025,583 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 5,955,859,731 5,938,535,996 45,319,417 5,893,216,579 

小 計 ハ 21,071,375,861 20,646,964,572 416,822,756 20,230,141,816 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 9,508,133,522 8,554,792,719 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 287,806,168 253,966,343 - -

小 計 ニ 9,795,939,690 8,808,759,062 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 30,867,315,551 29,455,723,634 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 29,455,723,634 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑶　都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 10,911,283,950 10,619,059,815 245,795,355 10,373,264,460 

機 械 及 び 装 置 29,743,197,220 29,232,591,873 415,123,947 28,817,467,926 

船 舶 232,726,100 130,544,236 84,876,364 45,667,872 

航 空 機 10,555,451 10,523,187 64,527 10,458,660 

車 両 及 び 運 搬 具 309,883,601 308,457,183 1,022,859 307,434,324 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 8,338,040,180 8,318,432,977 18,766,711 8,299,666,266 

小 計 ハ 49,545,686,502 48,619,609,271 765,649,763 47,853,959,508 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 23,083,131,470 20,242,082,220 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 1,190,046,974 892,589,585 - -

小 計 ニ 24,273,178,444 21,134,671,805 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 206,238,660 193,520,743 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 74,025,103,606 69,947,801,819 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 69,934,250,720 - -

道 府 県 分 の 額 - 13,551,099 - -
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⑷　町 村 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 1,858,873,449 1,792,304,968 56,513,454 1,735,791,514 

機 械 及 び 装 置 4,965,012,268 4,859,341,996 83,118,437 4,776,223,559 

船 舶 54,624,602 29,907,942 21,285,487 8,622,455 

航 空 機 5,584,567 5,569,408 30,319 5,539,089 

車 両 及 び 運 搬 具 54,874,096 54,770,228 83,356 54,686,872 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 1,047,159,300 1,040,167,877 5,345,898 1,034,821,979 

小 計 ハ 7,986,128,282 7,782,062,419 166,376,951 7,615,685,468 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 8,004,867,647 7,251,901,953 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 933,906,470 845,024,281 - -

小 計 ニ 8,938,774,117 8,096,926,234 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 316,526,744 299,717,284 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 17,241,429,143 16,178,705,937 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 15,828,532,009 - -

道 府 県 分 の 額 - 350,173,928 - -
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②　個　　人
⑴　全　国　計

（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 674,622,408 670,047,028 5,404,193 664,642,835 

機 械 及 び 装 置 302,365,311 301,945,790 348,558 301,597,232 

船 舶 48,276,994 25,236,929 21,546,617 3,690,312 

航 空 機 23,154 23,154 - 23,154 

車 両 及 び 運 搬 具 8,601,319 8,589,895 8,696 8,581,199 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 247,845,975 247,797,420 25,678 247,771,742 

小 計 ハ 1,281,735,161 1,253,640,216 27,333,742 1,226,306,474 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 1,787,703 1,719,488 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 16,207 8,103 - -

小 計 ニ 1,803,910 1,727,591 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 1,283,539,071 1,255,367,807 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 1,255,367,807 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑵　大 都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 227,562,083 227,558,887 5,841 227,553,046 

機 械 及 び 装 置 57,690,852 57,672,161 63,979 57,608,182 

船 舶 2,112,614 1,328,413 784,189 544,224 

航 空 機 8,324 8,324 - 8,324 

車 両 及 び 運 搬 具 338,028 338,028 - 338,028 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 80,914,988 80,914,630 354 80,914,276 

小 計 ハ 368,626,889 367,820,443 854,363 366,966,080 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの - - - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの - - - -

小 計 ニ - - - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 368,626,889 367,820,443 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 367,820,443 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑶　都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 351,398,248 350,217,470 1,143,502 349,073,968 

機 械 及 び 装 置 160,588,814 160,301,053 130,416 160,170,637 

船 舶 27,526,635 14,318,956 12,376,383 1,942,573 

航 空 機 13,456 13,456 - 13,456 

車 両 及 び 運 搬 具 3,872,997 3,868,848 1,422 3,867,426 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 143,084,038 143,063,133 2,518 143,060,615 

小 計 ハ 686,484,188 671,782,916 13,654,241 658,128,675 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 1,392,426 1,324,211 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの - - - -

小 計 ニ 1,392,426 1,324,211 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 687,876,614 673,107,127 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 673,107,127 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑷　町 村 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 95,662,077 92,270,671 4,254,850 88,015,821 

機 械 及 び 装 置 84,085,645 83,972,576 154,163 83,818,413 

船 舶 18,637,745 9,589,560 8,386,045 1,203,515 

航 空 機 1,374 1,374 - 1,374 

車 両 及 び 運 搬 具 4,390,294 4,383,019 7,274 4,375,745 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 23,846,949 23,819,657 22,806 23,796,851 

小 計 ハ 226,624,084 214,036,857 12,825,138 201,211,719 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 395,277 395,277 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 16,207 8,103 - -

小 計 ニ 411,484 403,380 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 227,035,568 214,440,237 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 214,440,237 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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③　法　　人
⑴　全　国　計

（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 19,121,779,053 18,651,785,140 400,067,329 18,251,717,811 

機 械 及 び 装 置 42,254,596,796 41,388,122,310 726,146,200 40,661,976,110 

船 舶 337,891,581 196,122,746 121,799,625 74,323,121 

航 空 機 26,390,603 26,248,607 283,992 25,964,615 

車 両 及 び 運 搬 具 487,584,214 483,377,814 3,812,234 479,565,580 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 15,093,213,237 15,049,339,430 69,406,348 14,979,933,082 

小 計 ハ 77,321,455,484 75,794,996,047 1,321,515,728 74,473,480,319 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 40,594,344,936 36,047,057,404 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 2,411,743,405 1,991,572,106 - -

小 計 ニ 43,006,088,341 38,038,629,510 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 522,765,404 493,238,027 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 120,850,309,229 114,326,863,584 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 113,963,138,557 - -

道 府 県 分 の 額 - 363,725,027 - -
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⑵　大 都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 6,798,681,979 6,682,908,498 103,156,872 6,579,751,626 

機 械 及 び 装 置 7,791,061,767 7,540,462,070 228,188,395 7,312,273,675 

船 舶 96,705,260 59,579,083 36,400,202 23,178,881 

航 空 機 10,265,415 10,170,842 189,146 9,981,696 

車 両 及 び 運 搬 具 131,089,808 128,402,270 2,714,715 125,687,555 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 5,874,944,743 5,857,621,366 45,319,063 5,812,302,303 

小 計 ハ 20,702,748,972 20,279,144,129 415,968,393 19,863,175,736 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 9,508,133,522 8,554,792,719 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 287,806,168 253,966,343 - -

小 計 ニ 9,795,939,690 8,808,759,062 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ - - - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 30,498,688,662 29,087,903,191 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 29,087,903,191 - -

道 府 県 分 の 額 - - - -
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⑶　都 市 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 10,559,885,702 10,268,842,345 244,651,853 10,024,190,492 

機 械 及 び 装 置 29,582,608,406 29,072,290,820 414,993,531 28,657,297,289 

船 舶 205,199,464 116,225,281 72,499,981 43,725,300 

航 空 機 10,541,995 10,509,731 64,527 10,445,204 

車 両 及 び 運 搬 具 306,010,604 304,588,335 1,021,437 303,566,898 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 8,194,956,143 8,175,369,844 18,764,193 8,156,605,651 

小 計 ハ 48,859,202,314 47,947,826,356 751,995,522 47,195,830,834 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 23,081,739,044 20,240,758,009 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 1,190,046,974 892,589,585 - -

小 計 ニ 24,271,786,018 21,133,347,594 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 206,238,660 193,520,743 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 73,337,226,992 69,274,694,693 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 69,261,143,594 - -

道 府 県 分 の 額 - 13,551,099 - -
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⑷　町 村 計
（単位：千円）

種 類 決 定 価 格 課 税 標 準 額

課 税 標 準 額 の 内 訳

課 税 標 準 の 特 例 規 定	
の 適 用 を 受 け る も の

イ

イ 以 外 の も の
ロ

市
町
村
長
が
価
格
等
を
決
定
し
た
も
の

構 築 物 1,763,211,372 1,700,034,297 52,258,604 1,647,775,693 

機 械 及 び 装 置 4,880,926,623 4,775,369,420 82,964,274 4,692,405,146 

船 舶 35,986,857 20,318,382 12,899,442 7,418,940 

航 空 機 5,583,193 5,568,034 30,319 5,537,715 

車 両 及 び 運 搬 具 50,483,802 50,387,209 76,082 50,311,127 

工 具 ･ 器 具 及 び 備 品 1,023,312,351 1,016,348,220 5,323,092 1,011,025,128 

小 計 ハ 7,759,504,198 7,568,025,562 153,551,813 7,414,473,749 

関

係

法
第
三
八
九
条

総務大臣が価格等を決定し、配分したもの 8,004,472,370 7,251,506,676 - -

道府県知事が価格等を決定し、配分したもの 933,890,263 845,016,178 - -

小 計 ニ 8,938,362,633 8,096,522,854 - -

法第 743 条第 1項の規定により道府県知事が価格等
を決定したもの	 ホ 316,526,744 299,717,284 - -

合 　 計 ハ＋ニ＋ホ 17,014,393,575 15,964,265,700 - -

同
上
内
訳

市 町 村 分 の 額 - 15,614,091,772 - -

道 府 県 分 の 額 - 350,173,928 - -


